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Ⅰ 平成３０年第１回県議会定例会提出議案等一覧

（予 算）

１ 平成29年度茨城県一般会計補正予算（第４号）

２ 平成29年度茨城県競輪事業特別会計補正予算（第１号）

３ 平成29年度茨城県公債管理特別会計補正予算（第１号）

４ 平成29年度茨城県市町村振興資金特別会計補正予算（第１号）

５ 平成29年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計補正予算（第１号）

６ 平成29年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）

７ 平成29年度茨城県立医療大学付属病院特別会計補正予算（第１号）

８ 平成29年度茨城県中小企業事業資金特別会計補正予算（第１号）

９ 平成29年度茨城県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）

１０ 平成29年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号）

１１ 平成29年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

１２ 平成29年度茨城県港湾事業特別会計補正予算（第１号）

１３ 平成29年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

１４ 平成29年度茨城県病院事業会計補正予算（第１号）

１５ 平成29年度茨城県水道事業会計補正予算（第１号）

１６ 平成29年度茨城県工業用水道事業会計補正予算（第１号）

１７ 平成29年度茨城県地域振興事業会計補正予算（第１号）

１８ 平成29年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算（第１号）

１９ 平成29年度茨城県流域下水道事業会計補正予算（第１号）

（条例その他）

１ 茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例

２ 県有財産の売却処分について（奥野谷浜工業団地事業用地）

３ 県有財産の売却処分について（桜の郷事業用地）

４ 県有財産の売却処分について（日立港区危険物取扱施設用地）

５ 県有財産の売却処分について（日立港区港湾関連用地）

６ 県有財産の売却処分について（日立港区港湾関連用地）

７ 県が行う建設事業等に対する市町の負担額について

８ 国及び県等が行う土地改良事業に対する市町村の負担額について

９ 県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について

１０ 霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水郷，那珂久慈，利根左岸さしま，鬼怒小貝及び小貝川東部

流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について

１１ 工事請負契約の変更について（次期処分場護岸築造工事（既設その２ ））

１２ 工事請負契約の変更について（次期処分場護岸築造工事（西南その１ ））

１３ 工事請負契約の変更について（次期処分場護岸築造工事（北その１ ））

１４ 工事請負契約の変更について（次期処分場護岸築造工事（西南その２ ））

１５ 権利の放棄について

（報 告）

１ 地方自治法第179条第１項の規定に基づく専決処分について
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Ⅱ 平成２９年度補正予算案の概要

１ 今回補正額
（単位：百万円）

区 分 現 計 補 正 額 補 正 後 計

一般会計 1,124,616 ▲21,297 1,103,319

特別会計 288,244 ▲23,274 264,970

企業会計 114,343 ▲2,897 111,446

計 1,527,203 ▲47,468 1,479,735

２ 今回補正の主なもの
（百万円）（歳 入）

・ 県税（法人事業税の増等） ５，５６９

（ ： ８，１４２）地方消費税清算金及び地方法人特別譲与税を含む実質的県税ベース

・ 繰入金（事業費の確定等に伴う減） ▲ ４，１０７

・ 諸収入（中小企業融資資金貸付金等の減） ▲２１，５４２

・ 県債（事業費の確定等に伴う減） ▲ ８，７４７

（歳 出）

① 国補正関連

○公共事業の追加

・ 国補公共事業 １４，５９９

（道路の法面・冠水対策、河川の治水対策、土地改良事業など）

○生産性革命（地方創生拠点整備交付金等活用事業）

新 生産性向上支援拠点機能強化事業 １９０

（ ）工業技術センターにおける異業種交流や新たな金属加工技術開発のための環境整備

新 生産性向上支援基盤整備事業 ９０

（ ）工業技術センターにおけるＩｏＴ関連製品の開発支援のための機器等の整備

新 農業総合センター地方創生拠点整備事業 ４８２

（ＡＩ等による革新的技術開発や新品種育成等のための施設整備）

○ＴＰＰ対策

・ 土地改良事業（ＴＰＰ対策分、国補公共）（再掲） ２，３１３

（生産コスト削減のための農地の大区画化、畑地の高機能化の推進）

・ 担い手確保・経営強化支援事業 ３９９

（農地中間管理機構を活用した地域における施設や農業用機械導入への支援）

- 2 - 



○原子力災害対策

・ 原子力災害対策事業 １，０５２

（ ）ＰＡＺ及びＵＰＺ10km圏内の社会福祉施設等が実施する放射線防護対策への支援

② 今後の事業実施のための準備

新 企業立地促進基金積立金（企業誘致活動強化事業分） ６，０００

（宿泊施設立地促進事業分） １，０００

（ ）新たな成長分野の研究所等及び本県のフラッグシップとなるホテル等の誘致のための基金の造成

・ 国民体育大会・障害者スポーツ大会開催基金積立金 １，６００

（国民体育大会・障害者スポーツ大会を開催するための基金の積増し）

※ このほか、今後の県債の償還に備えて、県債管理基金に４０億円積増し

③ その他

・ 国補公共事業（当初分） 全 会 計 ▲ ８，３２８

（国内示額確定等に伴う減） 一般会計 ▲ ７，２９４

・ 中小企業融資資金貸付金（企業向け融資の実績による減） ▲１７，６７８

・ 工場立地促進融資資金貸付金（同上） ▲ ２，８０４

・ 退職手当（退職者数の実績及び支給率引下げによる減） ▲ ２，２０５

・ 社会保障関係費（国民健康保険事業等の実績による減） ▲ ５，３９６

・ 税交付金（税収増に伴う市町村への税交付金等の増） ２，３５９

３ 繰越明許費
（単位：百万円）

区 分 Ｈ２８→Ｈ２９ Ｈ２９→Ｈ３０ 増 減 額 増 減 率

一般会計 ６２，５６７ ７３，４７１ １０，９０４ １７．４％

特別会計 ２１，１１７ １０，６８４ ▲１０，４３３ ▲４９．４％
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４ 一般会計補正予算款別内訳（歳入）

（単位：百万円）

補正前の額 今回補正額 計

款 名

（Ａ） (Ｂ) （Ａ＋Ｂ）

県 税 ３７２，２６０ ５，５６９ ３７７，８２９

地 方 消 費 税 清 算 金 ９２，３８０ ４，７０３ ９７，０８３

地 方 譲 与 税 ４８，４３２ ▲３，２２３ ４５，２０９

地 方 特 例 交 付 金 １，１７５ ３１ １，２０６

地 方 交 付 税 １９１，８６５ １，２３９ １９３，１０４

交通安全対策特別交付金 ８５０ ▲４ ８４６

分 担 金 及 び 負 担 金 ８，４１６ ５２８ ８，９４４

使 用 料 及 び 手 数 料 １７，６９８ ▲１３３ １７，５６５

国 庫 支 出 金 １３４，９６７ ▲１，２６２ １３３，７０５

財 産 収 入 ２，００５ １，２４７ ３，２５２

寄 附 金 １４１ ３４４ ４８５

繰 入 金 １３，５７６ ▲４，１０７ ９，４６９

繰 越 金 ２，８４１ ４，０６０ ６，９０１

諸 収 入 １０７，７６４ ▲２１，５４２ ８６，２２２

県 債 １３０，２４６ ▲８，７４７ １２１，４９９

計 １，１２４，６１６ ▲２１，２９７ １，１０３，３１９
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５ 一般会計補正予算款別内訳（歳出）

（単位：百万円）

款 名 補正前の額 今回補正額 計

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

議 会 費 １，６８８ ８０ １，７６８

総 務 費 ４０，３２９ ▲６９１ ３９，６３８

企 画 開 発 費 １９，６３１ ▲１，３９６ １８，２３５

生 活 環 境 費 ８，８３４ ▲２０２ ８，６３２

保 健 福 祉 費 ２０５，３２６ ▲１１，５７４ １９３，７５２

労 働 費 ２，８０４ ▲４９６ ２，３０８

農 林 水 産 業 費 ４１，４５３ ▲２，３８２ ３９，０７１

商 工 費 ８３，９４８ ▲１３，８００ ７０，１４８

土 木 費 １２０，２９７ ５，３８４ １２５，６８１

警 察 費 ５９，７１４ ▲４９０ ５９，２２４

教 育 費 ２７８，６３５ ▲２，４７５ ２７６，１６０

災 害 復 旧 費 ７７７ ▲２２１ ５５６

公 債 費 １４１，００３ ３，９１２ １４４，９１５

諸 支 出 金 １１９，９０７ ３，０５４ １２２，９６１

予 備 費 ２７０ － ２７０

計 １，１２４，６１６ ▲２１，２９７ １，１０３，３１９
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６ 特別会計補正予算

（単位：百万円）

会 計 名 補正前の額 今回補正額 計
(Ａ) (Ｂ) （Ａ＋Ｂ）

競 輪 事 業 １１，９１３ ▲３７４ １１，５３９

公 債 管 理 １７２，０８０ ４，８４２ １７６，９２２

市 町 村 振 興 資 金 １，３０１ ７２６ ２，０２７

鹿島臨海工業地帯造成事業 ２ ，６３１ ８２７ ３，４５８

母子・父子・寡婦福祉資金 ２３９ ▲７ ２３２

県 立 医 療 大 学 付 属 病 院 ２，８９０ ▲１５０ ２，７４０

中 小 企 業 事 業 資 金 ４，１６２ ▲２，８４０ １，３２２

農 業 改 良 資 金 ７６ ２４４ ３２０

林業・木材産業改善資金 ９２ １４１ ２３３

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ７２ １９０ ２６２

港 湾 事 業 ３３，９９７ ▲２，０４８ ３１，９４９

５８，７９１ ▲２４，８２５ ３３，９６６都市計画事業土地区画整理事業

計 ２８８，２４４ ▲２３，２７４ ２６４，９７０

７ 企業会計補正予算

（単位：百万円）

会 計 名 補正前の額 今回補正額 計
(Ａ) (Ｂ) （Ａ＋Ｂ）

病 院 事 業 ２６，２１０ ３９８ ２６，６０８

水 道 事 業 ３１，５７８ ▲３，１３９ ２８，４３９

工 業 用 水 道 事 業 １９，９５１ ▲８５０ １９，１０１

地 域 振 興 事 業 ８，３４２ ６６４ ９，００６

鹿島臨海都市計画下水道事業 ４，８７３ ２１９ ５，０９２

流 域 下 水 道 事 業 ２３，３８９ ▲１８９ ２３，２００

計 １１４，３４３ ▲２，８９７ １１１，４４６
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【公共事業費】

・国補公共

（単位：百万円）

区 分 補正前の額 今 回 補 正 額 計

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

土 木 ９０，５４６ ６，０３７ ９６，５８３

企 画 ２，３３１ ▲７５７ １，５７４

農 地 １１，１１３ １，３２６ １２，４３９

農 林 ２，９４０ ▲３３５ ２，６０５

計 １０６，９３０ ６，２７１ １１３，２０１

（注）特別会計，企業会計を含む。

・県単公共

（単位：百万円）

区 分 補正前の額 今 回 補 正 額 計

（Ａ） （Ｂ） （Ａ＋Ｂ）

土 木 ２０，５４３ ▲３２６ ２０，２１７

農 地 ８５８ ▲３１ ８２７

農 林 ７７４ ２１ ７９５

計 ２２，１７５ ▲３３６ ２１，８３９

（注）特別会計，企業会計を含む。
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Ⅲ 債務負担行為一覧
［一般会計］

（変更）

事 項 事 業 内 容 期 間 限 度 額

が ん 先 進 医 療 費 変 茨城県がん先進医療費利子補給制度に基づき，県 自 平成30年度 対象借入金限度額300

利 子 補 給 更 民が金融機関からがんの先進医療を受けるための治 至 平成36年度 万円に対し，茨城県が

前 療費を借りるときは，県は当該県民に対し利子補給 ん先進医療費利子補給

する。 金交付要綱に定める対

象利率6パーセント

（保証料率を含む。）

を乗じて得た額

変 融資総額3,000万円の

更 同 上 同 上 融資残高に対し，茨城

後 県がん先進医療費利子

補給金交付要綱に定め

る利子補給率を乗じて

得た額

国 営 霞 ケ 浦 用 水 変 土地改良法に基づき，国営霞ケ浦用水（二期）土 自 平成29年度

（二期）土地改良 更 地改良事業に係る費用の一部を負担する。 至 平成33年度 805,884千円

事 業 負 担 金 前

変 自 平成30年度

更 同 上 至 平成33年度 537,009千円

後

国 営 那 珂 川 沿 岸 変 土地改良法に基づき，国営那珂川沿岸土地改良事 自 平成29年度

土地改良事業負担金 更 業に係る費用の一部を負担する。 至 平成40年度 3,133,415千円

前

変 自 平成30年度

更 同 上 至 平成41年度 2,849,804千円

後

水 資 源 機 構 営 変 水資源機構法に基づき，水資源機構営霞ケ浦用水 自 平成29年度

霞 ケ 浦 用 水 更 土地改良事業に係る費用の一部を負担する。 至 平成30年度 250,825千円

土地改良事業負担金 前

変 平成30年度

更 同 上 65,281千円

後

茨 城 県 道 路 公 社 変 国及び金融機関の茨城県道路公社に対する事業運 昭和46年度以降

事 業 資 金 借 入 金 更 営資金及び建設事業資金の融資について，県がその 1,400,000千円

債 務 保 証 前 債務を保証する旨の契約を当該機関と締結する。

変

更 同 上 同 上 1,100,000千円

後

街 路 改 良 工 事 変 都市計画道路鮎川停車場線，日立市鮎川町地内の 自 平成27年度

費 用 負 担 契 約 更 野際跨道橋（仮称）の新設工事に係る費用負担につ 至 平成31年度 2,900,000千円

前 いて，東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長と契約を

締結する。

変 自 平成27年度

更 同 上 至 平成32年度 3,300,000千円

後
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Ⅳ 条例その他の議案の概要

議 案 内 容

改正の内容（財政課，立地推進室，労働政策課，

観光物産課，高校教育課）

(1)茨城県企業立地促進基金の設置茨城県資金積立基金条例の一部

企業の立地の促進による地域経済の活性化及び雇用機会のを改正する条例

創出を図る事業に充てるため設置

茨城県企業立地促進基金及び茨 (2)茨城県就職支援基金の設置

城県就職支援基金を設置するた 大学生等の県内における就職の促進のため奨学金の返還を

め，所要の改正をしようとするも 支援する事業及び大学生等に入学一時金を貸与する事業に充

のである。 てるため設置

（施行日 (1)公布の日，(2)平成30年４月１日）

売却する財産の内容（事業推進課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

事業用地として，神栖市奥野谷 ・神栖市奥野谷字浜野6170番23ほか２筆

字浜野6170番23ほか２筆の土地を ・土地 53,597.73㎡

売却しようとするものである。 (2)売却予定価格

1,393,540,980円

(3)売却処分先

東京都港区港南二丁目15番２号

大林神栖バイオマス発電株式会社

代表取締役 坂本 郡司

売却する財産の内容（長寿福祉課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

事業用地として，東茨城郡茨城 ・東茨城郡茨城町桜の郷1500番

町桜の郷1500番の土地を売却しよ ・土地 36,019.59㎡

うとするものである。 (2)売却予定価格

644,700,000円

(3)売却処分先

群馬県伊勢崎市富塚町219番地４

株式会社いせやコーポレーション

代表取締役 土屋 嘉雄

売却する財産の内容（港湾課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

事業用地として，日立市留町字 ・日立市留町字北河原2985番１

北河原2985番１の土地を売却しよ ・土地 35,441.99㎡

うとするものである。 (2)売却予定価格

917,947,541円

(3)売却処分先

東京都港区海岸一丁目５番20号

東京瓦斯株式会社

代表取締役 広瀬 道明
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議 案 内 容

売却する財産の内容（港湾課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

事業用地として，日立市久慈町 ・日立市久慈町一丁目5630番87ほか１筆

一丁目5630番87ほか１筆の土地を ・土地 31,819.08㎡

売却しようとするものである。 (2)売却予定価格

645,927,324円

(3)売却処分先

日立市東多賀町五丁目19番10号

相鐵株式会社

代表取締役社長 三村 泰洋

売却する財産の内容（港湾課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

事業用地として，日立市留町字 ・日立市留町字前川1270番２ほか１筆

前川1270番２ほか１筆の土地を売 ・土地 57,243.39㎡

却しようとするものである。 (2)売却予定価格

1,139,143,461円

(3)売却処分先

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号

株式会社カインズ

代表取締役 土屋 裕雅

変更の内容（林業課，水産振興課）

県が行う建設事業等に対する市

・地方財政法第27条の規定に基づく市町の負担額の変更町の負担額について

（単位：千円）

平成29年度において県が行う林 事業名 変更前 変更後 備 考

道及び漁港事業に対する市町の負 林 道 事 業 47,100 47,100 常陸太田市外１町

担額を変更しようとするものであ 漁 港 事 業 66,145 90,473 日立市外３市

る。 計 113,245 137,573

※林道事業の変更額は市町間の変更

変更の内容（農地整備課）

国及び県等が行う土地改良事業

・地方財政法第27条及び土地改良法第91条の規定に基づく市町に対する市町村の負担額について

村の負担額の変更

平成29年度において県が行う土 （単位：千円）

地改良事業に対する市町村の負担 事業名 変更前 変更後 備 考

額を変更しようとするものであ 県 営 891,899 1,240,425 水戸市外38市町村

る。
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議 案 内 容

変更の内容（監理課）

県が行う建設事業等に対する市

・地方財政法第27条及び下水道法第31条の２の規定に基づく市町村の負担額について

町村の負担額の変更

平成29年度において県が行う河 （単位：千円）

川，港湾及び下水道事業に対する 事業名 変更前 変更後 備 考

市町村の負担額を変更しようとす 河 川 事 業 23,657 60,757 土浦市外６市町

るものである。 港 湾 事 業 322,450 592,718 日立市外２市村

下水道事業 526,899 517,251 水戸市外29市町村

計 873,006 1,170,726

変更の内容（下水道課）

霞ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ

・下水道法第31条の２の規定に基づく市町村の負担額の変更浦水郷，那珂久慈，利根左岸さし

（単位：千円）ま，鬼怒小貝及び小貝川東部流域

流域下水道名 変更前 変更後 備 考下水道の維持管理に要する費用に

霞ケ浦常南 1,949,456 1,833,667 龍ケ崎市外５市町係る関係市町村の負担額について

霞ケ浦湖北 1,757,886 1,674,203 土浦市外４市町

平成29年度において県が行う霞 霞ケ浦水郷 333,589 306,633 潮来市外１市

ケ浦常南，霞ケ浦湖北，霞ケ浦水 那 珂 久 慈 1,708,296 1,660,566 水戸市外８市町村，

ひたちなか・東海広域事務組合郷，那珂久慈，利根左岸さしま，

鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水 352,403 349,596 古河市外２市町利根左岸さしま

道の維持管理に要する市町村の負 鬼 怒 小 貝 363,803 353,896 下妻市外３市町

担額を変更しようとするものであ 小貝川東部 334,273 319,657 下妻市外３市

る。 計 6,799,706 6,498,218

変更の内容（港湾課）

工事請負契約の変更について

(1)変更額等 （単位：円）

県単常臨・県単常整合併次期処 既 請 負 額 4,363,200,000

分場護岸築造工事（既設その２） 今 回 変 更 額 303,480,000

について請負契約の変更をしよう 変 更 後 総 額 4,666,680,000

とするものである。 (2)変更理由

遮水工について，施工時の高波浪対策を追加する必要が

生じたため，増額変更しようとするもの

（参考）工事の概要

(1)工 事 名 次期処分場護岸築造工事（既設その２）

（ ）(2)工 事 箇 所 ひたちなか市長砂地先 茨城港常陸那珂港区

(3)工 事 内 容 護岸築造工事（Ｌ＝300ｍ）

(4)工 期 平成27年10月～平成32年３月

(5)契約の相手方

ひたちなか市山崎94

東洋・株木・秋山特定建設工事共同企業体

代表者 東洋建設株式会社

代表取締役社長 武澤 恭司

代理人 茨城営業所長 平野 徹
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議 案 内 容

変更の内容（港湾課）

工事請負契約の変更について

(1)変更額等 （単位：円）

県単常臨・県単常整合併次期処 既 請 負 額 6,210,000,000

分場護岸築造工事（西南その１） 今 回 変 更 額 312,660,000

について請負契約の変更をしよう 変 更 後 総 額 6,522,660,000

とするものである。 (2)変更理由

遮水工について，施工時の高波浪対策を追加する必要が

生じたため，増額変更しようとするもの

（参考）工事の概要

(1)工 事 名 次期処分場護岸築造工事（西南その１）

（ ）(2)工 事 箇 所 ひたちなか市長砂地先 茨城港常陸那珂港区

(3)工 事 内 容 護岸築造工事（Ｌ＝350ｍ）

(4)工 期 平成27年12月～平成32年３月

(5)契約の相手方

ひたちなか市大字中根字芝野3349番地3

五洋・大成・岡部特定建設工事共同企業体

代表者 五洋建設株式会社

代表取締役社長 清水 琢三

代理人 茨城営業所長 田中 正和

変更の内容（港湾課）

工事請負契約の変更について

(1)変更額等 （単位：円）

県単常臨・県単常整合併次期処 既 請 負 額 4,827,600,000

分場護岸築造工事（北その１）に 今 回 変 更 額 424,440,000

ついて請負契約の変更をしようと 変 更 後 総 額 5,252,040,000

するものである。 (2)変更理由

遮水工について，施工時の高波浪対策を追加する必要が

生じたため，増額変更しようとするもの

（参考）工事の概要

(1)工 事 名 次期処分場護岸築造工事（北その１）

（ ）(2)工 事 箇 所 ひたちなか市長砂地先 茨城港常陸那珂港区

(3)工 事 内 容 護岸築造工事（Ｌ＝350ｍ）

(4)工 期 平成27年12月～平成32年３月

(5)契約の相手方

水戸市中央２丁目７番36号

東亜・大林・菅原特定建設工事共同企業体

代表者 東亜建設工業株式会社

代表取締役社長 秋山 優樹

代理人 茨城営業所長 濱崎 健
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議 案 内 容

変更の内容（港湾課）

工事請負契約の変更について

(1)変更額等 （単位：円）

県単常臨・県単常整合併次期処 既 請 負 額 4,917,520,800

分場護岸築造工事（西南その２） 今 回 変 更 額 154,332,000

について請負契約の変更をしよう 変 更 後 総 額 5,071,852,800

とするものである。 (2)変更理由

遮水工について，施工時の高波浪対策を追加する必要が

生じたため，増額変更しようとするもの

（参考）工事の概要

(1)工 事 名 次期処分場護岸築造工事（西南その２）

（ ）(2)工 事 箇 所 ひたちなか市長砂地先 茨城港常陸那珂港区

(3)工 事 内 容 護岸築造工事（Ｌ＝273ｍ）

(4)工 期 平成28年６月～平成32年３月

(5)契約の相手方

水戸市城南１丁目7番27号

みらい・りんかい日産・鈴縫特定建設工事共同企業体

代表者 みらい建設工業株式会社

代表取締役 五関 淳

代理人 茨城営業所長 伊藤 茂

議案の概要（産業政策課）

権利の放棄について

(1)放棄する権利 中小企業設備近代化資金貸付金違約金

時効の到来した中小企業設備近 (2)放棄する金額 19,719,771円

代化資金貸付金違約金のうち，回 (3)債 務 者 つくば市大字谷田部5984番地

収不能の債権について，権利の放 株式会社牛久サービス 外１者

棄をしようとするものである。 (4)放棄の理由

会社が倒産しており，実体及び資産がない状況である。

また，連帯保証人が死亡し，相続人がない又はその有無が

明らかでないことにより，回収が不能であるため
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Ⅴ 報告事項

１．地方自治法第１７９条第１項の規定に基づくもの

事 項（専決処分年月日） 内 容

損害賠償の概要（道路維持課）

損害賠償の額の決定について

（平成30年１月４日専決処分） (1)事故発生日時 平成28年10月６日（木）午前10時30分頃

(2)事故発生場所 石岡市太田1446番地２地先県道上

県道上で発生した車両破損等事 （県道笠間つくば線）

故について，損害賠償の額を定め (3)事故概要

ようとするものである。 相手方が県道上を自転車で走行中，グレーチング蓋の隙

間に落輪し，同車両等を破損するとともに負傷した事故

(4)損害賠償額 2,480,114円

（全額，損害保険ジャパン日本興亜株式会社からの支払）

損害賠償の概要（道路維持課）

損害賠償の額の決定について

（平成30年２月15日専決処分） (1)事故発生日時 平成28年12月24日（土）午後10時15分頃

(2)事故発生場所 東茨城郡茨城町大字城之内739番地９地先県

県道上で発生した自動車破損事 道上（県道水戸神栖線）

故について，損害賠償の額を定め (3)事故概要

ようとするものである。 相手方が県道上を普通乗用自動車で走行中，側溝蓋を跳

ね上げ，同車両を破損した事故

(4)損害賠償額 3,007,379円

（全額，損害保険ジャパン日本興亜株式会社からの支払）
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